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中
野
市
立
博
物
館
で
は
、
姥
ヶ

沢
遺
跡
（
大
俣
）
か
ら
出
土
し
た

土
偶
の
愛
称
を
、
今
年
１
月
か
ら

３
月
に
か
け
て
募
集
し
ま
し
た
。

　
県
内
外
か
ら
７
４
２
件
の
応
募

を
い
た
だ
き
、
土
偶
に
対
す
る
関

心
の
高
さ
が
う
か
が
え
ま
す
。

　
土
偶
の
愛
称
は
、
８
月
に
開
催

さ
れ
た
中
野
市
立
博
物
館
協
議
会

（
会
長
小
林
達
雄
・
國
學
院
大
學

名
誉
教
授
）
で
審
議
さ
れ
、
応
募

数
の
最
も
多
か
っ
た
「
姥
ヶ
沢

の
ビ
ー
ナ
ス
」
（
２
４
２
件
）

と
、
名
称
の
趣
旨
が
同
じ
で
あ
る

「
姥
ヶ
沢
ビ
ー
ナ
ス
」
（
６
件
）

を
参
考
に
、
土
偶
の
愛
称
と
し
て

出
土
地
を
明
確
に
表
し
た
「
姥
ヶ

　
市
が
抱
え
て
い
る
諸
問
題
に
関

す
る
状
況
報
告
や
市
の
考
え
方
を

直
接
市
民
の
皆
さ
ん
に
お
伝
え

し
、
ご
意
見
を
伺
う
た
め
、
左
表

の
と
お
り
、
住
民
懇
談
会
を
開
催

し
ま
す
。
大
勢
の
皆
さ
ん
の
お
越

し
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

懇
談
内
容

沢
ビ
ー
ナ
ス
」
が
ふ
さ
わ
し
い
と

決
定
し
ま
し
た
。

　
姥
ヶ
沢
遺
跡
で
発
見
さ
れ
た
立

像
土
偶
は
、
そ
れ
ま
で
自
立
さ
せ

る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
土
偶
が

自
立
で
き
る
よ
う
に
造
形
さ
れ
る

段
階
の
も
の
と
考
え
ら
れ
、
ほ
ぼ

完
全
な
形
に
復
元
さ
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
、
学
術
的
に
貴
重
な
資
料

で
す
。

　
昨
年
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
大
英
博

物
館
で
開
催
さ
れ
た
土
偶
展
に
出

品
さ
れ
る
な
ど
、
世
界
的
に
も
注

目
さ
れ
て
い
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先

市
立
博
物
館
　
☎
�
２
０
０
５

　
市
で
は
、
道
路
へ
の
空
き
缶
な

ど
の
「
ポ
イ
捨
て
」
を
未
然
に
防

ぐ
た
め
、
啓
発
看
板
を
設
置
し
て

い
ま
す
。

　
市
内
の
小
・
中
学
生
か
ら
看
板

の
図
案
を
募
集
し
た
と
こ
ろ
、

１
５
３
点
の
応
募
が
あ
り
、
選
考

の
結
果
、
最
優
秀
作
品
な
ど
を
決

定
し
ま
し
た
。

　
小
学
生
の
部
・
中
学
生
の
部
そ

れ
ぞ
れ
の
最
優
秀
作
品
は
、
国
道

２
９
２
号
長
丘
バ
イ
パ
ス
に
設
置

す
る
看
板
の
図
案
と
し
て
採
用
し

ま
す
。
ま
た
、
優
秀
賞
、
金
賞
の

作
品
は
、
市
役
所
環
境
課
が
発
行

す
る
冊
子
な
ど
で
使
用
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先

市
役
所
環
境
課
衛
生
係

☎
�
２
１
１
１
（
内
線
２
４
５
）

の
図
案
が
決
定

ポ
イ
捨
て
防
止
看
板

▲愛称が「姥ヶ沢ビーナス」に決定

に
決
定

『
姥う

ば

ヶが

沢さ

わ

ビ
ー
ナ
ス
』

土
偶
の
愛
称
が

【小学生の部　最優秀賞】
科野小（４年）　池

い け だ

田章
し ょ う た ろ う

太郎さん

【中学生の部　最優秀賞】
中野平中（３年）綱

つ な し ま

嶋咲
さ き

希さん

【
小
学
生
の
部　

優
秀
賞
】

平
岡
小
（
５
年
）　

小こ
ば
や
し林
茉ま

な

か

奈
佳
さ
ん

【
中
学
生
の
部　

優
秀
賞
】

中
野
平
中
（
３
年
）　

赤あ
か
ま
つ松
毬ま

り

え江
さ
ん

【
小
学
生
の
部　

金
賞
】

平
岡
小
（
６
年
）　

土つ

ち

や屋
七な

な

せ彩
さ
ん

【
中
学
生
の
部　

金
賞
】

中
野
平
中
（
２
年
）　

丸ま
る
や
ま山
雄ゆ

う

き己
さ
ん

開催日時 会場 対象地域
（中学校区）

送迎バス出発場所
（出発時間）

１０月１９日㈫
午後７時～９時 

北　部
公民館
会議室

高　社

ＪＡ倭　支所（６時）
ＪＡ長丘支所（６時 2０ 分）
ＪＡ平岡支所（６時 35 分）
ＪＡ科野支所（６時 45 分）
→北部公民館（６時 5０ 分）

１０月2０日㈬
午後７時～９時

豊田支所
大会議室

豊　田

上今井公民館（６時 4０ 分）
→豊田支所　（６時 5０ 分）
永田サービスステーション（６時 4０ 分）
→豊田支所　（６時 5０ 分）

１０月2１日㈭
午後７時～９時

西　部
公民館
講　堂

中野平
ＪＡ平野支所（６時 3０ 分）
ＪＡ高丘支所（６時 4０ 分）
→西部公民館（６時 5０ 分）

１０月25日㈪
午後７時～９時 

市民会館
4１号

会議室
南　宮

ＪＡ日野支所（６時 25 分）
ＪＡ延徳支所（６時 4０ 分）
→市民会館　（６時 5０ 分）

　
◎
旧
中
野
高
校
跡
地
利
活
用

　
◎
財
政
状
況

　
◎
後
期
基
本
計
画
の
策
定

※
終
了
後
お
帰
り
の
際
も
、
送
迎

バ
ス
を
ご
利
用
い
た
だ
け
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先

市
役
所
政
策
情
報
課
政
策
推
進
係

☎
�
２
１
１
１
（
内
線
２
１
６
）

旧
中
野
高
等
学
校
跡
地
利
活
用
な
ど
に
つ
い
て

住
民
懇
談
会
を
開
催
し
ま
す

サ
ー
ビ
ス
が
一
時
停
止
し
ま
す

　
個
人
住
民
税
の
特
別
徴
収
は
、

給
与
支
払
者
（
給
与
な
ど
を
支
払

う
会
社
や
個
人
）
が
、
給
与
所
得

者
（
従
業
員
）
に
毎
月
支
払
う
給

与
か
ら
個
人
住
民
税
を
引
き
落
と

し
、
従
業
員
に
代
わ
っ
て
市
へ
納

入
し
て
い
た
だ
く
制
度
で
す
。

　
地
方
税
法
、
市
税
条
例
で
は
、

所
得
税
法
に
基
づ
き
、
給
与
支
払

者
は
原
則
と
し
て
、
従
業
員
数
に

か
か
わ
ら
ず
個
人
住
民
税
を
特
別

徴
収
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
ま
だ
、
特
別
徴
収
を
導
入
し
て

い
な
い
給
与
支
払
者
は
、
導
入
に

ご
協
力
お
願
い
し
ま
す
。

特
別
徴
収
制
度
の
メ
リ
ッ
ト

①
従
業
員
の
方
に
と
っ
て
、
個
々

に
税
金
を
納
め
る
手
間
が
省
け

る
と
と
も
に
納
め
忘
れ
が
な
く

な
り
ま
す
。

②
納
期
が
毎
月
、
６
月
か
ら
翌
年

５
月
ま
で
の
１2
期
分
割
で
あ
る

た
め
、
１
期
当
た
り
の
税
負
担

が
少
な
く
な
り
ま
す
。

③
税
額
計
算
は
市
が
行
い
、
通
知

す
る
た
め
、
所
得
税
の
よ
う
に

給
与
支
払
者
が
税
額
を
計
算
す

る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

問
い
合
わ
せ
先

市
役
所
税
務
課
課
税
係

☎
�
２
１
１
１
（
内
線
２
２
５
）

「
個
人
住
民
税
の
特
別
徴
収
」
導
入
に 

ご
協
力
く
だ
さ
い

エ
ル
タ
ッ
ク
ス

電
子
申
告

　
エ
ル
タ
ッ
ク
ス
（
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
を
利
用
し
た
地
方
税
の
電

子
申
告
シ
ス
テ
ム
）
の
サ
ー
ビ
ス

が
、
シ
ス
テ
ム
機
器
な
ど
の
全
面

入
れ
替
え
に
伴
い
、
一
時
停
止
さ

れ
ま
す
。

　
ご
利
用
の
皆
さ
ん
に
は
、
大
変

ご
迷
惑
を
お
か
け
し
ま
す
が
、
ご

協
力
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

サ
ー
ビ
ス
停
止
期
間

１１
月
１8
日
㈭
～
25
日
㈭

停
止
す
る
サ
ー
ビ
ス　

エ
ル
タ
ッ

ク
ス
に
関
す
る
全
サ
ー
ビ
ス
（
利

用
届
け
出
、
電
子
申
告
、
電
子
納

税
、
電
子
申
請
・
届
け
出
）

そ
の
他　

１１
月
26
日
㈮
は
、
通
常

ど
お
り
午
前
８
時
3０
分
か
ら
ご
利

用
い
た
だ
け
ま
す
。
な
お
、
１１
月

26
日
㈮
以
降
、
利
用
時
間
が
１
時

間
延
長
さ
れ
、
８
時
3０
分
か
ら
午

後
９
時
ま
で
と
な
り
ま
す
。
詳
し

く
は
、
エ
ル
タ
ッ
ク
ス
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス

http://w
w

w.eltax.jp/

問
い
合
わ
せ
先

市
役
所
税
務
課
課
税
係

☎
�
２
１
１
１
（
内
線
２
２
５
）

エルタックス（eLTAX）とは

地方税ポータルシステムの呼称で、
地方税における手続きをインター
ネットを利用して電子的に行うシス
テムです。主に、個人住民税関係、
法人市民税関係、固定資産税関係な
どの手続きがご利用いただけます。

※対象地域以外の会場も自由にご参加いただけます。


